
２０１３年１２月 
経済連携課 

ＥＰＡ／ＦＴＡの現況について 



韓国 
交渉中断中 

ＥＵ 
欧州委員会交渉権

限取得 

トルコ 
共同研究 

モンゴル 
交渉中 

スイス 
発効済(０９年９月） 

ＲＣＥＰ（ASEAN10カ国＋日中韓印豪NZ） 

交渉中 

インド 
発効済(１１年８月） 

豪州 
交渉中 

日中韓 
交渉中 

ＧＣＣ諸国 
交渉中 

 

 
 ＧＣＣ（湾岸協力会議）： 
 サウジアラビア、クウェート、 
 アラブ首長国連邦、          
 バーレーン、カタール、 
 オマーン ブルネイ 

発効済(０８年７月） 

フィリピン 
発効済(０８年１２月） 

ベトナム 
発効済(０９年１０月１日） ア

セ
ア
ン
（Ａ
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
） 

発
効
済
（０
８
年
１
２
月
１
日
） 

カナダ 
交渉中 

コロンビア 
交渉中 

●発効済（１２ヶ国１地域）：シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、 
               ブルネイ、ＡＳＥＡＮ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー 
●交渉中（５ヶ国５地域）：ＴＰＰ、豪州、ＧＣＣ（湾岸協力会議）、韓国、モンゴル、カナダ、コロンビア、 

             日中韓、ＥＵ、ＲＣＥＰ 

●共同研究（１ヶ国）：  トルコ 

ＥＵ 
交渉中 

スイス 
発効済(０９年９月） 

ＴＰＰ 
交渉中 

チリ 
発効済(０７年９月） 

メキシコ 
発効済(０５年４月） 
改正（１２年４月） 

ペルー 
発効済(１２年３月） 

マレーシア 
発効済(０６年７月） 

タイ 
発効済（０７年１１月） 

インドネシア 
発効済（０８年７月） 

シンガポール 
発効済(０２年１１月） 

改正（０７年９月） 

ＮＺ 

米国 

我が国のＥＰＡ取組状況 
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ＲＣＥＰ 
（東アジア地域包括的経済連携） 

日中韓ＦＴＡ 

2012年11月20日ASEAN関連首脳会議 

2012年11月20日 日中韓経済貿易大臣会合 

日中韓FTAの交渉開始を宣言。 2013年の早期に

第１回交渉会合の開催を決定。 

「RCEP交渉の基本指針及び目的」を16か国の首
脳間で承認し、RCEP交渉立ち上げを宣言。 

日ＥＵ・ＥＰＡ 

まずは交渉の大枠を定める「スコーピング」 

の作業を早期に実施することで合意。 

2013年3月25日 日EU電話首脳会談 

「日EU首脳は、両協定の4月の交渉開始を歓迎し、

両協定の可能な限り早期の締結についてのコミッ
トメントを表明した。」（共同プレスリリース（2013年4
月）より） 

2011年5月28日 日EU定期首脳協議 

2012年7月18日 欧州委員会閣議 

加盟国に対して、日EU・EPAの  

交渉開始を求めることを決定。  

2012年5月31日 EU外務理事会 

スコーピング作業終了を報告。  

2012年11月29日 EU外務理事会   

欧州委員会に対して、  

日EU・EPAの交渉開始を承認。  

2013年3月26日～28日 第1回交渉会合 

「2013年の早期に交渉を開始し、2015年末までの交渉
完了を目指す。」（RCEP交渉の基本指針及び目的
（2012年11月）より） 

日EU・EPAの交渉開始を決定 

2013年4月15日～19日 第1回交渉会合 

2013年11月26日～29日 第3回交渉会合 

2013年5月9日～13日 第1回交渉会合 

2013年6月24日～7月3日 第2回交渉会合 

大市場国・地域等とのＥＰＡ 

2013年9月24日～27日 第2回交渉会合 
2013年10月21日～25日 第3回交渉会合 
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2013年7月30日～8月2日 第2回交渉会合 

ＴＰＰ 

2013年2月22日 日米首脳会談 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013年3月15日 安倍総理記者会見 
交渉参加を表明。交渉参加国に通知。 

 

2013年4月20日 TPP閣僚会合 
日本の交渉参加を承認。 

 

2013年7月15日～25日 第18回TPP交渉会合 
7月23日午後から交渉参加 

 

2013年8月22日～30日 第19回TPP交渉会合 
 

2013年9月18日～21日 首席交渉官会合 
 

2013年10月3日～6日 TPP閣僚会合 
 

2013年10月8日 TPP首脳会合 
 

2013年11月19日～ 24日 首席交渉官会合 
 

2013年12月7日～10日 TPP閣僚会合 

環太平洋パートナーシップ参加国閣僚・代表声明のポイント 

2013年12月10日 シンガポール 

● ＴＰＰ交渉の妥結へ向けて実質的な進展が見られた 

● 残された主な課題の大部分について、交渉の「着地点」を共有した 

● 閣僚会合を来月開催する 

● 関税交渉などの妥結に向けて、柔軟性を持って作業を続ける 

● 野心的で包括的な高水準の協定の必要性を確認した 

2014年1月21日～24日 第3回交渉会合 
2014年1月27日の週 第4回交渉会合 

2013年2月(予定)  第4回交渉会合 

2013年1月（予定） TPP閣僚会合 

安倍総理から、  

1. 日本には一定の農産品、米国には一定の工業製品というように、両国とも
に二国間貿易上のセンシティビティが存在すること、 

2. 最終的な結果は交渉の中で決まっていくものであること、 

3. ＴＰＰ交渉参加に際し、一方的に全ての関税を撤廃することをあらかじめ約
束することは求められないこと、 

の三点について述べ、これらについてオバマ大統領との間で明示的に確認。 
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   発効済の国・地域  ： 39.4% 
   交渉中まで含む  ： 70.9% 米国 ＥＵ 

発効済 

18.9% 

交渉中

（TPP） 

19.0% 

交渉中

（EU） 

9.8% 

交渉中

（中国） 

19.7% 

交渉中 

（韓国） 

6.1% 

交渉中 
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その他 
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（2012） 
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（１）物品市場アクセス
（作業部会としては、農業、
繊維・衣料品、工業）

物品の貿易に関して、関税の撤廃
や削減の方法等を定めるとともに、
内国民待遇など物品の貿易を行う
上での基本的なルールを定める。

（２）原産地規則

関税の減免の対象となる
「締約国の原産品（＝締約国
で生産された産品）」として認
められる基準や証明制度等
について定める。

（３）貿易円滑化

貿易規則の透明性の向
上や貿易手続きの簡素
化等について定める。

（４）ＳＰＳ（衛生植物検疫）

食品の安全を確保したり、
動物や植物が病気にかか
らないようにするための措
置の実施に関するルール
について定める。

（５）ＴＢＴ（貿易の技術的障害）

安全や環境保全等の目的か
ら製品の特質やその生産工程
等について「規格」が定められ
ることがあるところ、これが貿
易の不必要な障害とならない
ように、ルールを定める。

（６）貿易救済(セーフガード等)

ある産品の輸入が急増し、国内
産業に被害が生じたり、そのおそ

れがある場合、国内産業保護のた
めに当該産品に対して、一時的に
とることのできる緊急措置（セーフ
ガード措置）について定める。

（７）政府調達

中央政府や地方政府等に
よる物品・サービスの調達に

関して、内国民待遇の原則や
入札の手続等のルールにつ
いて定める。

（８）知的財産

知的財産の十分で効果
的な保護、模倣品や海賊

版に対する取締り等につ
いて定める。

（９）競争政策

貿易・投資の自由化で
得られる利益が、カルテル

等により害されるのを防ぐ
ため、競争法・政策の強
化・改善、政府間の協力
等について定める。

サービス

（１０）越境サービス

国境を越えるサービスの提
供（サービス貿易）に対する無
差別待遇や数量規制等の貿
易制限的な措置に関するルー
ルを定めるとともに、市場アク
セスを改善する。

サービス （14）電子商取引

電子商取引のための環
境・ルールを整備する上

で必要となる原則等につ
いて定める。

（15）投資

内外投資家の無差別原
則（内国民待遇、最恵国

待遇）、投資に関する紛争
解決手続等について定め
る。

（16）環境

貿易や投資の促進のために
環境基準を緩和しないこと等を
定める。

（11）一時的入国 （12）金融サービス （13）電気通信

貿易・投資等のビジ
ネスに従事する自然
人の入国及び一時的
な滞在の要件や手続
等に関するルールを
定める。

金融分野の国境
を越えるサービス
の提供について、
金融サービス分野
に特有の定義や
ルールを定める。

電気通信の分野に
ついて、通信インフ
ラを有する主要な
サービス提供者の義
務等に関するルール
を定める。

（17）労働

貿易や投資の促進のため
に労働基準を緩和すべきで
ないこと等について定める。

（18）制度的事項

協定の運用等について当事国間
で協議等を行う「合同委員会」の設

置やその権限等について定める。

（19）紛争解決

協定の解釈の不一致等
による締約国間の紛争を

解決する際の手続きにつ
いて定める。

（20）協力

協定の合意事項を履行
するための国内体制が不

十分な国に、技術支援や
人材育成を行うこと等につ
いて定める。

（21）分野横断的事項

複数の分野にまたがる規制
や規則が、通商上の障害にな
らないよう、規定を設ける。

 
１．高い水準の自由化が目標  
  アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）に向けた道筋の中で実際に交渉が開始されており、アジア太平洋地域における高い水準の自由化が目標。 
 

２．非関税分野や新しい分野を含む包括的な協定  
  ＦＴＡの基本的な構成要素である物品市場アクセス（物品の関税の撤廃・削減）やサービス貿易のみではなく、非関税分野（投資、競争、知的 
  財産、政府調達等）のルール作りのほか、新しい分野（環境、労働、「分野横断的事項」等）を含む包括的協定として交渉されている。 

ＴＰＰの基本的考え方 （出典：昨年9月に発出された「ＴＰＰ貿易閣僚による首脳への報告書」等） 

ＴＰＰ交渉で扱われる分野  
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⃝ １２月７日から１０日にかけてＴＰＰ閣僚会合が開催され、閣僚レベルで全体会合、少数
国会合を行い、物品市場アクセス、投資、知的財産、国有企業、環境、電子商取引、Ｓ
ＰＳ、金融サービス、原産地規則、法的・制度的事項など交渉分野全般にわたって議論
を行い、残された課題について、各国の立場の差を縮め、着地点を探る作業を行った。 
 

⃝ 妥結には至らなかったが、今回の会合で、閣僚レベルでの率直な意見交換を通じて、
残された主要課題の大部分について、潜在的な「着地点」を特定し、交渉妥結へ向け
実質的な進展が見られた。 
 

⃝ 今後、市場アクセス、ルール分野の両面において交渉終結へ向けた作業を、各国が柔
軟性をもって継続することとなった。 
 

⃝ そのため、今後数週間、集中的な作業を行い、来月、再度、閣僚が集まる予定（具体的
日程・場所は調整中）。 

 

平成２５年１２月 
内閣官房ＴＰＰ政府対策本部 

ＴＰＰシンガポール閣僚会合 結果報告 
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我々、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュー
ジーランド、ペルー、シンガポール、米国、ベトナムの閣僚及び代表は、シンガポールにおいて4日間

の閣僚会合を終えたところであり、環太平洋パートナーシップ協定の完了に向けた実質的な進展が
見られた。 
 

この会合の間に、我々は、テキストの主要な残された課題の大部分について潜在的な「着地点」を特
定した。我々は、これらのテキストの課題と市場アクセスの課題を仕上げるために、柔軟性を持って
作業を続ける。 
 
全ての参加国にとって、2011年にホノルルで設定された目標を達成する、野心的で包括的な高い水

準の協定は、雇用を創出し、成長を促進し、各国の国民に機会を提供し、地域統合と多角的貿易体
制の強化に貢献するために必要不可欠である。 
 

したがって、我々は、今後数週間、そのような協定に向けた集中的な作業を継続することに決めた。
また、我々は、ステークホルダーとの協議を促進し、自国の政治プロセスと連携する。 
 
交渉官による追加的な作業に続いて、我々は、来月に再度会合を開催する予定である。 

環太平洋パートナーシップ参加国閣僚・代表声明（仮訳） 
２０１３年１２月１０日 シンガポール 

ＴＰＰ閣僚会合（シンガポール）閣僚・代表声明 
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西村副大臣記者会見概要 
2013年12月10日（火） 

【冒頭発言】 

 結論としては、実質的な進展があったということ。論点はかなりの数あって、これを相当整理していっ

た。課題の潜在的な「着地点」、一点ではなくてある程度幅をもった合意できるであろう幅、そのゾーンを

一つ一つ問題を整理し、特定していった。 

 市場アクセスは、二国間で積み上げていくという作業を進めているので、全体会合では、結果的にそん

なに時間をかけて今回は行えなかった。昼からひととおり現状について報告のような形で意見交換を

行ったが、私からは、高いレベルのものを目指して日本も作業を行っているということ、日米でもいろい

ろ協議を続けているということを申し上げ、全体としては現状についての理解を得られたと思っている。 

【質疑応答】 

（記者）日米で重要5項目の扱いを巡り合意できなかったということは、アメリカは、今回日本が出している

提案では納得しないというように受け止める。来月の会合に向け、合意できるようにするためにより柔軟な

提案を考えているか。それとも絶対に関税は撤廃できないという提案は変わらないか。 

（副大臣）具体的な内容は一切申し上げられない。ただ、我々が議論しているのは農産物の話だけではな

く、自動車の話もあれば、ルールをどう作っていくかもある。日米で一緒に進めている面もあるし、日米で懸

案の事項もある。全体の中でパッケージで議論しているわけであるので、その中で農産物については、国

会の決議があり、党の公約があり、我々としてできることは限られている。その範囲でぎりぎりの提案をして

いる。この点は、再三再四、理解を求めたし、センシティビティについては、フローマン代表も一定の理解を

示していると思うが、アメリカ側のこれまでの主張は変わらないので、今回合意には至らなかった。もう一度

持ち帰って冷静になり、頭を冷やして、お互いこうした前提の上で知恵を出せるかどうか、全体の中で考え

ていきたい。 
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西村副大臣記者会見概要 
2013年12月10日（火） 

【質疑応答】 

（記者）1月下旬に再び閣僚会合の予定。そこで完全な妥結ができる見通しか。 

（副大臣）相当な作業量がまだあるというのが正直な印象。この間で相当まだ議論を詰めないといけ

ない。まだ、この設定すらできていない項目もあるので、相当な作業を事務レベルでもやらないとい

けないし、各国が政治的な判断をすることもあると思うので、相当な作業が必要。ただ、各国とも非常

に高い意欲、熱意を持っているので、乗り越えられないタイミング、課題ではないと思う。日本としても

全力で努力をしていきたい。 

 

（記者）いつまでに妥結ということは各国で共有しているのか。 

（副大臣）共同声明にあるように、今後、数週間で仕上げるために作業を続ける、今後数週間集中的

な作業を継続する。我々としては、1月の閣僚会合目指して、ぜひ努力していきたいと思う。このこと

について、各国とも意欲が高まっている。今回の作業で相当見えてきた部分もあり乗り越えられない

ことはないと思うので、1月下旬を目指してぜひ努力したいし、各国とも精力的に作業することになる

と思う。 
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● ２０１２年１１月、ＡＳＥＡＮ関連首脳会議でＲＣＥＰ交渉開始を宣言。 

   ２０１３年早期に第１回交渉会合を開催し、２０１５年末までの交渉完了を目指すことを決定。 

● ２０１３年８月 閣僚会合（於：ブルネイ）、９月 第２回交渉会合（於：豪州）を開催。 

● 東アジア地域の高度なサプライチェーンに資するルールづくりを目指す。 

● 東アジア地域でのＥＰＡ利用手続きを統一し、企業が使いやすいＥＰＡの実現。 

概要 

● 高級実務者会合に加え、物品貿易、サービス貿易、投資に関する作業部会開催。 

● 原産地規則、税関手続及び貿易円滑化に関するサブワーキンググループの設置合意。 

● 第３回交渉会合は、２０１４年１月２１日～２４日、マレーシアで開催予定。 

第２回交渉会合の成果 

ＡＳＥＡＮ＋３ 

ＡＳＥＡＮ＋６ 

2006～ 
日本が提唱 

2004～ 
中国が提唱 

ＲＣＥＰ（ＡＳＥＡＮ１０ヶ国＋日中韓豪ＮＺ印） 

  ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携）  
Regional Comprehensive Economic Partnership 
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日中韓ＦＴＡ 

■日時：２０１３年３月２６日～２８日、場所：韓国・ソウル 

■結果概要 

 （１）３カ国の首席代表（次官級）、審議官級で交渉の進め方や 

   交渉分野等につき議論。 

 （２）物品貿易、サービス貿易、投資について、初の作業部会（WG)を開催。 

 （３）上記３分野に加え、貿易救済、原産地規 則、税関手続・貿易円滑化、 

    ＳＰＳ、ＴＢＴ、 競争、総則・最終規定等をＦＴＡ交渉の対象とすることとし、次回会合から交渉  

    を開始することを決定。 

 （４）知的財産、電子商取引については、ＦＴＡにおける取り扱いを予断せず専門家間で 

    議論を開始することで合意。 

（出典）韓国産業通商資源部HP 

（※）第１回交渉（於：韓国・ソウル） 

■日時：２０１３年７月３０日～８月２日、場所：中国・上海 

■結果概要 
 （１）物品貿易、サービス貿易、税関手続、競争等の分野について議論。 

 （２）政府調達、環境、食料について新たに専門家会合の設置を決定。 

■ 日時：２０１３年１１月２６日～１１月２９日、場所：日本・東京 

■ 物品貿易、サービス貿易、競争、知的財産等の分野について議論。 

■ 知的財産について、今次会合で作業部会が設置され、協議が行なわれた。 

第１回交渉会合の成果 

第２回交渉会合の成果 

第３回交渉会合の成果 
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日ＥＵ・ＥＰＡ 

 ２０１１年５月の日EU定期首脳協議において日EU間のスコーピング作業開始に合意。 

 同作業を終え、２０１２年１１月に欧州委員会は加盟国から交渉権限（マンデート）を取得。 

 ２０１３年３月の日EU首脳電話会談で、日EU政治協定とともに交渉開始を決定。 

 ２０１３年４月 第１回交渉会合（於：ブラッセル）、 ２０１３年６月 第２回交渉会合（於：東京） 

   ２０１３年１０月２１日の週  第３回交渉会合（於：ブラッセル）を開催。 

 EU韓国FTAが２０１１年７月に発効しており、日本にとって、ＥＵ市場の鉱工業品関税撤廃を通じた日本企業
の競争条件の改善が主要課題。 

 欧州側は日本の非関税措置への対応や政府調達市場（鉄道等）が主要な関心。 

  （ＥＵの関税率の例：乗用車１０％、カラーテレビ１４％。 日本は両方とも０％） 

概要 

 ２０１４年１月２７日の週 第４回交渉会合（開催地は調整中） 

 ２０１４年春頃  欧州委員会による交渉状況のレビュー 

今後の見通し 
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日韓ＥＰＡ 
（交渉中断中） 

【交渉開始】 
２００３年１２月 
 

【直近の交渉会合】 
２００４年１１月 ※以降交渉中断中 
 

【最近の主な二国間首脳会談】 
２０１１年１０月（野田総理訪韓） 

交渉再開に向けた実務的作業の
本格的実施で合意。 

日豪ＥＰＡ 
（交渉中） 

【交渉開始】 
２００７年４月 
 

【直近の交渉会合】 
第１６回 ２０１２年６月 
 

【最近の主な二国間首脳会談】 
２０１３年１０月（日豪首脳会談） 

日豪ＥＰＡ、ＴＰＰ、ＲＣＥＰ等を通
じ日豪経済関係を強化すること
で合意。 

日加ＥＰＡ 
（交渉中） 

【交渉開始】 
２０１２年１１月 
 

【直近の交渉会合】 
第４回 ２０１３年１１月 
 

【最近の主な二国間首脳会談】 
２０１３年９月（日加首脳会談） 

アジア太平洋地域のパートナーと
して、連携・協力を深めていくこと
を確認。 

日コロンビアＥＰＡ 
（交渉中） 

【交渉開始】 
２０１２年１２月 
 

【直近の交渉会合】 
第３回 ２０１３年１０月／１１月 

日モンゴルＥＰＡ 
（交渉中） 

【交渉開始】 
２０１２年６月 
 

【直近の交渉会合】 
第５回 ２０１３年１２月 
 

【最近の主な二国間首脳会談】 
２０１３年９月 

（日モンゴル首脳会談） 

早期妥結に向けて精力的に交渉
を進めることにつき一致。  

日トルコＥＰＡ 
（共同研究） 

【共同研究立ち上げ】 

２０１２年７月 日トルコ貿易・投資
閣僚会合において、共同研究の立
ち上げに合意。 
 

 

 

【共同研究】 
２０１３年７月 

日トルコＥＰＡ共同研究報告書発表。 

その他のＥＰＡ交渉の状況 
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